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民生委員・児童委員について

東海北陸厚生局健康福祉部健康福祉課

資料５



○東海北陸厚生局が行っている業務

① 委嘱、解嘱、感謝状の授与

② 社会福祉功労者（民生委員・児童委員）大臣表彰の社会・
援護局への推薦、各自治体への被表彰者決定通知発出

③ 大臣表彰（定時表彰、随時表彰）の被表彰者の決定

※ 上記の業務は、各県・指定都市・中核市からの推薦又は
具申に基づいて行っている。

※ 民生委員・児童委員の任期は３年のため、３年に１回
一斉改選がある。（次回は、平成31年12月予定）

１



２



平成29年度民生委員・児童委員、民生委員優良活動団体
厚生労働大臣表彰について（概要）

○ 民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕
著であると認められる者に対して行う。
○ 原則として毎年１回行なうものとする。
○ 厚生労働大臣が表彰状及び功労章を授与して行なう。

被表彰者の推薦・選考

被表彰者の決定は、各県、指定都市及び中核市より推薦された
候補者の中から東海北陸厚生局に設ける推薦委員会において選考し、
社会・援護局に推薦する。
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被表彰者の範囲（民生委員優良活動団体）
（１）表彰

民生委員活動団体としての功績が顕著であって、その活動内容が
先駆的又は模範的と認められ、10年以上継続して活動しているもの。

（２）感謝状贈呈
民生委員活動団体としての功績が顕著であって、その活動内容が

先駆的又は模範的と認められ、５年以上継続して活動しているもの。

被表彰者の範囲（民生委員・児童委員）
（１）現に民生委員、児童委員の職にある者であること。
（２）原則として民生委員又は児童委員としての在職期間が20年以上の者で

あること。
（３）原則として、民生委員又は児童委員として都道府県知事等より表彰を

受けた者であること。
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被表彰者の決定
各厚生局から推薦された者について、厚生労働大臣が決定

表彰の実施（平成29年度全国社会福祉大会）
平成29年11月22日（水） 13：00～
ホテルメルパルク東京「メルパルクホール」（東京都港区）

民生委員・児童委員の被表彰候補者の推薦枠（平成29年度）

※民生委員優良活動団体

の推薦枠は各自治体１団体 東海北陸厚生局推薦枠 ４６人

委員数等 推薦枠

1,000人未満 ２人

1,000人以上
3,000人未満

３人

3,000人以上
5,000人未満

４人

5,000人以上
7,000人未満

５人

自治体名 委員数 推薦枠自治体名 委員数 推薦枠
富山県 1,666 3
石川県 2,008 3
岐阜県 3,586 4
静岡県 4,282 4
愛知県 5,774 5
三重県 4,079 4
静岡市 1,159 3
浜松市 1,306 3

名古屋市 4,269 4
富山市 877 2
金沢市 1,100 3
岐阜市 885 2
豊橋市 545 2
豊田市 588 2
岡崎市 558 2

46推薦枠計
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○社会福祉功労者（民生委員・児童委員）

・平成29年度日程

６月１６日 本省社会・援護局から各自治体あてに推薦について連絡

～７月３１日 自治体から、東海北陸厚生局への推薦調書〆切
（※民生委員・児童委員分のみ。他の区分は、厚生労働本省あて推薦）

９月１４日 東海北陸厚生局の選考委員会にて選考後、東海北陸厚生局より
本省社会・援護局に推薦

１１月９日 東海北陸厚生局から各自治体あてに決定通知発出

～ 表彰日 社会・援護局にて、大臣表彰への参加の希望の有無の確認等）

１１月２２日 社会福祉功労者大臣表彰当日（平成２９年度全国社会福祉大会）
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○定時表彰
基準日（11月30日）以前１年間に辞められた民生委員・児童委員の方

のうち、20年以上勤められた方等に対し、大臣表彰を行うもの。

・平成29年度日程

１１月１６日 東海北陸厚生局より、各自治体に、対象者数調査
（※委嘱状等の物品の必要数調査を同時に行うこともある。）

１２月２１日 社会・援護局より、定時表彰の各自治体の表彰枠の決定を
受けて、東海北陸厚生局から各自治体へ推薦依頼

１月１０日 各自治体から東海北陸厚生局あての推薦〆切

１月１５日 東海北陸厚生局から各自治体あてに決定通知発出

※ 定時表彰の物品（表彰状、紙筒、記念品）は、例年、３月に、東海北陸厚生局から各自

治体に送付している。
（併せて、委嘱状、解嘱状、感謝状等の物品も送付している。）

○ 随時表彰
在職中に亡くなられた民生委員・児童委員の方への大臣表彰につい

ては、随時、東海北陸厚生局に推薦いただき、表彰の決定をしている
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